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令和８年２月９日  

長 野 県 司 法 書 士 会 

 

事業報告書 

 

第１ 相談会名 

 司法書士による 

 「空き家・相続・遺言・成年後見無料相談会＆勉強会ｉｎ千曲市」 

 

第２ 開催日時 

 令和８年１月１９日（月）午後１時３０分～午後４時３０分 

 

第３ 開催方式及び会場 

１ 面談相談会 

（１）会  場 千曲市役所 

 （２）実施形態 予約制 

 （３）相談時間 ３０分 

 （４）時  間 午後１時３０分～午後４時３０分 

２ 勉強会 

（１）会  場 千曲市役所 

 （２）実施形態 予約不要 

 （３）時  間 午後１時３０分～午後３時００分（１時間３０分） 

 

第４ 開催趣旨 

昨今問題となっている所有者不明土地問題や空き家問題等に対応すべく法改

正が相次ぐ中、令和６年４月１日から相続登記が義務化されました。それに伴い

相続に関する相談が急増する中、長野県司法書士会は令和６年４月１８日、長野

県市長会及び長野県町村会と「相続登記、空き家対策、所有者不明土地・建物管
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理制度、管理不全土地・建物管理制度等に係る協定」を締結しました。この協定

の締結により、長野県司法書士会は長野県内すべての市町村と連携して空き家

対策と所有者不明土地等の社会問題の解決に向けた取組みを進めています。こ

の取り組みの一環として千曲市で相続や遺言、空き家問題についての相談をお

受けする出張無料相談会を開催することといたしました。 

また、相続問題を解決するにあたり、遺言や成年後見、空き家問題が密接に関

連するケースも少なくありません。それらの相談需要に応えるべく、成年後見制

度に精通する一般社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの支部（以

下、「リーガルサポート」）と長野県司法書士会、千曲市の共催による実施となり

ました。 

 さらに、「空き家問題と相続、遺言、成年後見制度について」と題し、リーガ

ルサポートの会員を講師とした勉強会も同時開催しました。 
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第５ 相談件数    １５件 

（１）相談内容（複数回答あり） 

相続の手続きや費用について １０人   成年後見制度について １人 

その他 ８人 

 

 

（２）年代 

３０代 １人  ４０代 ２人  ５０代 １人  ６０代 １人  

 ７０代 ６人  ８０代以上 ４人 

 

相続の手続きや

費用について

53%

成年後見制

度について

5%

その他

42%

30代
6%

40代
13%

50代
7%

60代
7%

70代
40%

80代以上

27%
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（３）性別 

男性  １０人  女性  ６人 

 

 

（４）職業 

会社員 １人  自営業 ２人  主婦・主夫 ３人  無職 ７人 

その他 １人  無回答 １人 

 

男性

62%

女性

38%

会社員

7%

自営業

13%

主婦・主夫

20%無職

46%

その他

7%

無回答

7%
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（５）紹介元 

 チラシ ７人  ポスター １人  広報誌 ６人   

 市町村（その他） ２人    

 

 

 

第６ 主な相談内容 

・子どもがいないため、将来、自分たちの家をどのようにしたらよいか 

・空き家を貸したいが、所有している母が認知症になっている 

・所有者が施設に入っているため空き家になっている 

・父が亡くなったので所有していた土地の名義変更をしたい 

・土地を贈与したい 

・自分の亡くなった後のことが心配（終活について聞きたい） 

・実家の親が亡くなって空き家になったので、これからどうしたらいいか 

・共有名義の山林の名義変更について 

 

第７ 勉強会参加者    ５６名 

 

チラシ

44%

ポスター

6%

広報誌

37%

その他（市町

村）

13%
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第８ 実施した感想・コメント・今後の対応 

 相談会を開催した千曲市は、人口５７，２２６人（令和８年１月１日現在）で、

北信地域に位置する自治体です。 

 前述のとおり、長野県司法書士会では、令和６年４月１８日に長野県市長会及

び長野県町村会と「相続登記、空き家対策、所有者不明土地・建物管理制度、管

理不全土地・建物管理制度等に係る協定（以下、「連携協定」という。）」を締結

し、その連携協定に基づき、相続登記や空き家対策等の社会問題の解決に向けて

市町村と連携する取組みの一環として、本相談会・勉強会を開催するに至りまし

た。本相談会・勉強会では、千曲市との共催ということで、会場の設営、広報、

さらには予約の受付、当日の運営等、千曲市建築課空き家対策係に全面的にご協

力をいただきました。 

 本相談会は予約制とし、相談員を３名配置（内１名はリーガルサポート会員）、

最大１８件の相談を受けることができる体制を整えました。チラシを全戸配布

していただくなど千曲市建築課空き家対策係の積極的な広報活動のおかげで、

前日までに１５枠の予約をしていただくことができました。相談内容は、すでに

発生している相続や空き家に関する相談、また、近い将来発生する可能性のある

相続や成年後見、不動産の管理などいずれも本相談会の趣旨に合致する相談が

寄せられたと考えています。 

 一方、勉強会は予約不要で実施し、５６名もの方にご参加いただきました。想

定していた以上の人数となったため、配布していたパンフレット等が足りなく

なり、参加された方にはご迷惑をお掛けしました。この場をお借りしてお詫びい

たします。勉強会の講師は、リーガルサポート会員でもあり、当会で空き家問題

を担当する講演実績が豊富な理事が担当しましたので、相続から成年後見、空き

家問題まで、わかりやすい内容を提供できたのではないかと考えております。９

０分という長時間でしたが、動画を使用した解説などで参加者の皆さんは飽き

ることなく集中して参加していただけたのではないかと思います。 

相続や空き家、所有者不明土地、成年後見等々の問題は、一朝一夕で解決する
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ことのできない問題が多いと思われます。司法書士などの専門家を利用して継

続的に情報や知識をアップデートし、問題解決につなげていただくことを期待

し、当会としても相談窓口を充実するとともに、勉強会など情報提供の場を提供

していきます。そして、相談窓口や情報提供の場を市民の皆様にお知らせするた

めには行政機関との連携が重要であることが今回の相談会・勉強会に参加され

た方の人数により実証されたと考えています。当会としては連携協定を活用し、

千曲市を始め行政機関とのさらなる連携を深めることにより、相続問題、空き家

問題、所有者不明土地問題などの社会問題の解決に資する活動を継続していく

所存です。 

末筆になりますが、本事業について事前の準備から当日の運営までお力添え

をいただきました千曲市建築課空き家対策係の方々に感謝申し上げ、本事業の

報告とさせていただきます。 
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第９ 当日の様子 

 勉強会 
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 相談会 

 

 


